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本日ここに、平成２７年第３回つがる市議会定例会の開

会にあたり、上程されました議案の主なるものについて、

その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思

います。 

本定例会に提出いたしました議案は、予算案４件、決算

６件、条例案７件の、合わせて１７件であります。 

まず、予算案につきまして御説明申し上げます。 

議案第７６号「平成２７年度つがる市一般会計補正予算

（第５号）案」につきましては、当初見込めなかった経

費、緊急を要する経費等について、所要の補正をするもの

であります。 

その結果、一般会計の予算規模は、既決予算に８億３，

４８２万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を２３０億

６，３３９万１千円とするものであります。 

それでは、歳出に計上された主なるものについて、款を

追って御説明申し上げます。 

 総務費においては、財政管理費に平成２６年度決算余剰金

及び、普通交付税の決定により、財政調整基金に４億   
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３，５０８万３千円、減債基金に２億３，０００万円の積立

金をそれぞれ計上いたしました。 

また、戸籍住民台帳費に社会保障・税番号制度カード発行

等事業費１，３３６万９千円を計上いたしました。 

民生費においては、社会福祉施設管理費に木造福祉交流セ

ンター及び老人福祉センター等の修繕、改修工事等２，３１

３万９千円を計上いたしました。 

農林水産業費においては、農業振興費にナラシ対策加入予

定者数増加に伴う経営安定支援事業補助金１，０７５万４千

円を計上いたしました。 

土木費においては、除雪対策費に防雪柵設置工事等５，３

７７万１千円を計上いたしました。 

消防費においては、非常備消防費に消防団用備品購入費２

０９万２千円、災害対策費に津波避難に関する海抜表示板設

置工事費５１万９千円を計上いたしました。 

教育費においては、小学校費及び中学校費の学校管理費に

備品購入費７３１万５千円、社会教育費においては、文化管

理費に旧木造中央公民館講堂現況調査業務委託料２００万
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円を計上いたしました。 

以上が歳出予算の概要であります。 

次に、歳入予算について御説明申し上げます。 

補正予算の主なる財源といたしましては、歳出との関連等

において国・県支出金・市債について、それぞれ所要額の補

正を行うとともに、普通交付税が決定したことにより、７億 

５，２１３万９千円を計上したほか、平成２６年度決算に基

づく繰越金３億５，１３５万５千円を計上いたしました。 

また、財政調整基金繰入金４億３３４万９千円を繰り戻す

ため減額し、全体の補正額を調整いたしました。 

また、議案第７７号から議案第７９号までの平成２７年度

各特別会計補正予算案につきましては、御審議の際に詳細に

御説明申し上げます。 

次に、決算について御説明申し上げます。 

決算の認定につきましては、議案第８０号から議案第８

５号までの６件を提案いたしております。 

平成２６年度つがる市一般会計及び特別会計歳入歳出の

決算が確定いたしましたので、地方自治法の規定に基づ
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き、監査委員の意見及び関係書類を付して、認定を御願い

するものであり、いずれの会計におきましても、実質収支

の黒字を確保したものとなっております。 

次に、条例案について御説明申し上げます。 

条例案につきましては、議案第８６号から議案第９２号

までの７件を提案いたしております。 

議案第８６号「つがる市議会の議決すべき事件を定める

条例案」は、地方自治法の改正により、市町村に義務付け

られていました、総合計画の基本構想の議会の議決が撤廃

されたことにより、本市の最上位計画である総合計画の策

定、変更及び廃止については、議会の議決すべき事件とし

て定めるため制定するものであります。 

議案第８７号「つがる市個人情報保護条例の一部を改正

する条例案」は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律、いわゆる「マイナンバ

ー法」の施行に伴い、特定個人情報の適正な取扱いの確保

及び開示・訂正・利用停止等を実施するために必要な措置
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を講ずる必要があることから所要の改正をするものであり

ます。 

議案第８８号「つがる市行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用等に関する条例案」は、マイナンバー法の規定に

基づき、同法に規定する事務以外の事務において個人番号

を利活用できることとするため、条例を制定するものであ

ります。 

議案第８９号「つがる市空き家等の適正管理に関する条

例を廃止する条例案」は、空家等対策の推進に関する特別

措置法の施行に伴い、本条例と目的、対象、しくみが重複

することから廃止するものであります。 

議案第９０号「つがる市消防署再編統合計画策定審議会

条例案」は、つがる市消防署の再編統合計画を策定するた

め、市長の附属機関として設置するものであります。 

議案第９１号「つがる市手数料条例の一部を改正する条

例案」は、マイナンバー法の施行に伴い、個人番号の通知

カード及び個人番号カードの再交付事務に係る手数料を定
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める必要があることから所要の改正をするものでありま

す。 

議案第９２号「つがる市環境基本条例案」は、環境の保

全及び創造についての基本理念を定め、市民、事業者及び

市の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本とな

る事項を定め、もって現在及び将来の市民の健康で文化的

な生活の確保に寄与するため制定するものであります。 

以上をもちまして、提出議案の概要について御説明申し

上げましたが、議事の進行に伴い、御質問に応じ、本職を

はじめ関係者から詳細に御説明申し上げたいと思います。 

何卒、慎重御審議の上、原案どおり御議決並びに御認定

を賜りますよう御願い申し上げます。 


